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(57)【要約】
【課題】点字が６つの点字構成要素からなる点字構成体
で特定されることを活用して、６つの点字構成要素の配
列に対応するキー配列のもとに、片手で簡単に操作可能
な片手点字タイプライターを提供する。
【解決手段】６本の印字レバー部材のうち例えば、印字
レバー部材２０ａの入力キー２２を押動操作すると、印
字レバー部材２０ａの揺動レバー２１が、支持部材５０
を基準に揺動して前側レバー部２１ｃを上動させてその
印字部によりテープ７０の対応部位を隆起させる。残り
の印字レバー部材も同様に操作してその各印字部により
テープ７０の各対応部位を隆起させる。これにより、点
字がテープに印字される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１～第３の点字構成要素及び当該第１～第３の点字構成要素にそれぞれ対応する第４
～第６の点字構成要素でもって左右２列に配列してなる点字構成体を用いて、操作者によ
り、その片手の指の操作でもって、点字をテープに順次印字可能とするようにした片手点
字タイプライターであって、
　ハウジングと、点字印字機構と、送り機構とを備えて、
　前記ハウジングは、その上壁の前寄り部位にて、印字用開口部を形成するとともに、前
記上壁の後寄り部位にて、前記点字構成体の前記第１～第６の点字構成要素にそれぞれ対
応して位置するように第１～第６の貫通孔部を形成してなり、
　前記点字印字機構は、
　第１～第６の印字レバー部材と、第１～第６のバネ部材とを具備して、
　前記第１～第６の印字レバー部材は、
　前記ハウジング内にてその前後方向に沿い下に凸な形状にて長手状に延在するように収
容されるレバーであってその長手方向中間部位にて、上下方向に揺動可能に前記ハウジン
グ内に支持されるレバーと、押動式入力キーとをそれぞれ有し、
　前記各レバーの前部を、前記点字構成体の前記第１～第６の点字構成要素の各位置に対
応する位置にて前記上壁の前記印字用開口部をその下方から臨ませ、かつ、前記各レバー
の後部を、それぞれ、前記上壁の前記第１～第６の貫通孔部を通り上下動可能に延出させ
、
　各対応の前記入力キーを、それぞれ、各対応の前記レバーの後部の延出端部に支持し、
　前記第１～第６のバネ部材を、それぞれ、各対応の前記入力キーを前記上壁とは反対方
向に付勢するように設けて、
　操作者が、その片手の指にて、前記第１～第６のバネ部材に選択的に抗して前記第１～
第６の入力キーを選択的に押動操作したとき、各対応の前記レバーが選択的に揺動してそ
の前部にて印字可能に前記印字用開口部内に進入するようになっており、
　前記送り機構は、
　前記上壁の前記前寄り部位の前記印字用開口部に左右方向に隣接して形成される送り用
開口部をその直下から臨むように前記ハウジング内にその前後方向に沿う回転軸を軸とし
て回転可能に支持されるローラと、
　このローラの近傍にて前記上壁に形成した貫通孔部を通り上下動可能に延出する送り軸
の延出端部に支持される押動式送りキーと、
　当該送りキーを前記上壁とは反対方向方へ付勢するバネ部材と、
　このバネ部材に抗して前記送りキーを押動するごとに前記ロータを回転させるように、
前記送り軸と前記ローラとの間に連結されるラチェット機構とを備えて、
　前記テープを押さえ板により押さえるようにして前記上壁の前記前寄り部位上に前記送
り用開口部及び前記印字用開口部を覆うように載置した状態にて、前記各レバーの選択的
な揺動によるその前部の前記印字用開口部内への進入の際に、当該前部にて前記テープに
点字を印字し、その後前記送りキーの押動操作に伴う前記ローラによりその回転でもって
前記押さえ板による押さえのもとに前記送り用開口部を介して前記テープを送るようにし
た片手点字タイプライター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、点字タイプライターに係り、特に片手で点字入力可能な片手点字タープライ
ターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各地で地震災害や水害が起きているが、このような被災地において被災する強度
弱視障害者や全盲視障害者等の視覚障害被災者も、当然のことながら、救済の対象となり
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、守られねばならない。
【０００３】
　しかしながら、これらの視覚障害被災者たる災害弱者は、後回しにされているのが現状
である。従って、これを是正するにあたり、被災地の避難所において、視覚障害被災者を
保護するための点字による情報伝達が必須である。このことは、避難所においても、点字
タイプライターが必須であることを意味する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１６６６８４号公報
【特許文献２】特開平２０－２６８７５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、点字タイプライターとしては、上記特許文献１に記載の指点字装置のよ
うな練習機器とか特許文献２に記載の電子点字装置のように操作の複雑なものしか存在し
ない。
【０００６】
　そこで、本発明は、以上のようなことに対処するため、点字が６つの点字構成要素から
なる点字構成体で特定されることを活用して、６つの点字構成要素の配列に対応するキー
配列のもとに、片手で簡単に操作可能な片手点字タイプライターを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題の解決にあたり、本発明に係る片手点字タイプライターは、請求項１の記載に
よれば、
　第１～第３の点字構成要素（Ｆａ、Ｍａ、Ｒａ）及び当該第１～第３の点字構成要素に
それぞれ対応する第４～第６の点字構成要素（Ｆｂ、Ｍｂ、Ｒｂ）でもって左右２列に配
列してなる点字構成体（Ｌ）を用いて、操作者により、その片手の指の操作でもって、点
字をテープ（７０）に順次印字可能とするようにした片手点字タイプライターであって、
　ハウジング（１０）と、点字印字機構（Ｔ）と、送り機構（Ｓ）とを備えて、
　ハウジングは、その上壁（１０ｂ）の前寄り部位にて、印字用開口部（１５）を形成す
るとともに、上記上壁の後寄り部位にて、上記点字構成体の上記第１～第６の点字構成要
素にそれぞれ対応して位置するように第１～第６の貫通孔部（１２ａ、１２ｂ、１３ａ、
１３ｂ、１４ａ、１４ｂ）を形成してなり、
　点字印字機構は、
　第１～第６の印字レバー部材（２０ａ、２０ｂ、３０ａ、３０ｂ、４０ａ、４０ｂ）と
、第１～第６のバネ部材（２３、２６、３３、３６、４３、４６）とを具備して、
　第１～第６の印字レバー部材は、
　ハウジング内にてその前後方向に沿い下に凸な形状にて長手状に延在するように収容さ
れるレバーであってその長手方向中間部位にて、上下方向に揺動可能にハウジング内に支
持されるレバー（２１、３１、４１、２４、３４、４４）と、押動式入力キー（２２、３
２、４２、２５、３５、４５）とをそれぞれ有し、
　各レバーの前部（２１ｃ、３１ｃ、４１ｃ、２４ｃ、３４ｃ、４４ｃ）を、上記点字構
成体の上記第１～第６の点字構成要素の各位置に対応する位置にて上記上壁の上記印字用
開口部をその下方から臨ませ、かつ、各レバーの後部（２１ｂ、３１ｂ、４１ｂ、２４ｂ
、３４ｂ、４４ｂ）を、それぞれ、上記上壁の上記第１～第６の貫通孔部を通り上下動可
能に延出させ、
　各対応の入力キーを、それぞれ、各対応のレバーの後部の延出端部に支持し、
　第１～第６のバネ部材を、それぞれ、各対応の入力キーを上記上壁とは反対方向に付勢



(4) JP 2012-24967 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

するように設けて、
　操作者が、その片手の指にて、第１～第６のバネ部材に選択的に抗して第１～第６の入
力キーを選択的に押動操作したとき、各対応のレバーが選択的に揺動してその前部にて印
字可能に上記印字用開口部内に進入するようになっており、
　送り機構は、
　上記上壁の前記前寄り部位の上記印字用開口部に左右方向に隣接して形成される送り用
開口部（１６）をその直下から臨むようにハウジング内にその前後方向に沿う回転軸（６
０ａ）を軸として回転可能に支持されるローラ（６０）と、
　このローラの近傍にて上記上壁に形成した貫通孔部（１７）を通り上下動可能に延出す
る送り軸（９０ａ）の延出端部に支持される押動式送りキー（９０）と、
　当該送りキーを前記上壁とは反対方向方へ付勢するバネ部材（９２）と、
　このバネ部材に抗して送りキーを押動するごとにロータを回転させるように、上記送り
軸とローラとの間に連結されるラチェット機構（８０）とを備えて、
　テープを押さえ板（７０ａ）により押さえるようにして上記上壁の上記前寄り部位上に
前記送り用開口部及び前記印字用開口部を覆うように載置した状態にて、前記各レバーの
選択的な揺動によるその前部の上記印字用開口部内への進入の際に、当該前部にてテープ
に点字を印字し、その後上記送りキーの押動操作に伴うローラによりその回転でもって押
さえ板による押さえのもとに上記送り用開口部を介してテープを送るようにした。
【０００８】
　これによれば、当該片手点字タイプライターを用いて点字を印字するにあたっては、操
作者が、その片手の指（例えば、人差し指及び中指）でもって、６つの入力キーを選択的
に押動操作すれば、対応の印字レバー部材の揺動に基づきテープに点字を印字することが
できる。
【０００９】
　ここで、各印字レバー部材の入力キー及び印字部が、上述のごとく、点字構成体の点字
構成体における６つの点字構成要素の配置に対応している。従って、五十音等の文字とこ
れに対応する点字の構成の参照のもとに、弱視者に限らず、健常者であって点字に関し何
の知識もない者や当該片手点字タイプライターの操作の仕方を知らない初心者であっても
、点字構成体の各点字構成要素に対応する入力キーを押動操作するだけで、容易にしかも
確実に点字をテープに印字することができる。
【００１０】
　また、点字の印字後、テープ送るにあたっては、操作者が、片手の親指で送りキーを押
動操作すれば、ラチェット機構によるローラの回転のもとに、テープを容易にしかも確実
に送ることができる。
【００１１】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る片手点字タイプラータの一実施形態を示す平面図である。
【図２】図１にて２－２線に沿う縦断面図である。
【図３】図１にて３－３線に沿う横断面図である。
【図４】上記一実施形態における点字印字機構のうちの内印字レバー部材の部分破断側面
図である。
【図５】上記一実施形態における点字印字機構のうちの内印字レバー部材の部分破断平面
図である。
【図６】上記一実施形態における各左側の内印字レバー部材、中印字レバー部材及び外印
字レバー部材の支持部材による支持構成を示す部分破断概略側面図である。
【図７】上記一実施形態における持部材の左側面図である。
【図８】（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）は、それぞれ、図７にてＸ－Ｘ線、Ｙ－Ｙ線及びＺ－
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Ｚ線に沿う前後方向横断面図である。
【図９】上記一実施形態におけるテープ送り機構を示す平面図である。
【図１０】上記一実施形態におけるテープ送り機構を示す概略側面図である。
【図１１】上記一実施形態におけるテープ送り機構をラチェット機構及び入力キーとの関
連にて後側からみた図である。
【図１２】テープに印字される点字の６つの点字構成要素の配置構成を示す概略図である
。
【図１３】点字を五十音との関連で示す点字図表である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態を図面により説明する。図１～図３は、本発明に係る片手点
字タイプライターの一実施形態を示している。この片手点字タイプライターは、直方体形
状のハウジング１０と、このハウジング１０に組み付けてなる点字印字機構Ｔ及びテープ
送り機構Ｓとにより構成されている。
【００１４】
　ハウジング１０は、断面コ字状のハウジング本体１０ａと、矩形板状の上壁１０ｂとを
有している。この上壁１０ｂは、ハウジング本体１０ａの開口部に着脱可能に装着されて
、当該ハウジング本体１０ａの開口部を閉じている。本実施形態では、上壁１０ｂは、後
述する各押しボタン式入力キー及び送りキーと共に、当該片手点字タイプライターのキー
ボードとしての役割を果たす。なお、図１において、図示左右方向が当該片手点字タイプ
ライターの前後方向に対応する。これに伴い、図示上方及び下方が、それぞれ、当該片手
点字タイプライターの右方及び左方に対応する。また、本実施形態では、ハウジング１０
は、鉄板等の金属板でもって形成されている。
【００１５】
　点字印字機構Ｔは、図１にて示すごとく、６本の印字レバー部材２０ａ、２０ｂ、３０
ａ、３０ｂ、４０ａ及び４０ｂを有している。これら印字レバー部材２０ａ、２０ｂ、３
０ａ、３０ｂ、４０ａ及び４０ｂのうち、２本の印字レバー部材２０ａ、２０ｂは、左右
両側の内印字レバー部材２０ａ、２０ｂとして、それぞれ、支持部材５０（後述する）に
その左右両側から上下方向に傾動可能に支持され、２本の印字レバー部材３０ａ、３０ｂ
は、左右両側の中印字レバー部材３０ａ、３０ｂとして、それぞれ、支持部材５０にその
左右両側から上下方向に傾動可能に支持され、また、残りの２本の印字レバー部材４０ａ
、４０ｂは、左右両側の外印字レバー部材４０ａ、４０ｂとして、それぞれ、支持部材５
０にその左右両側から上下方向に傾動可能に支持されている。
【００１６】
　本実施形態において、支持部材５０は、図６～図８のいずれかにて示すごとく、３つの
ブロック体５０ａ～５０ｃからなるもので、これらブロック体５０ａ～５０ｃは、互いに
一体的に形成されている。当該ブロック体５０ａ～５０ｃのうち、ブロック体５０ｃは、
台座５０ｄ（図２或いは図６参照）を介し、ハウジング本体１０ａの底壁１１の前側部位
のうちその中間部位上に設けられている。なお、台座５０ｄは、その下壁にて、ハウジン
グ本体１０ａの底壁１１の前側部位のうちその中間部位上に固着されており、ブロック体
５０ｃは、その下壁にて、台座５０ｄの上壁上に固着されている。
【００１７】
　また、ブロック体５０ｂは、その底壁にて、ブロック体５０ｃの上壁上に積層されるよ
うに当該ブロック体５０ｃと一体に形成されており、ブロック体５０ａは、その底壁にて
、ブロック体５０ｂの上壁上に積層されるように当該ブロック体５０ｂと一体に形成され
ている（図７参照）。
【００１８】
　ブロック体５０ａは、図７にて示すごとく縦断面（ブロック体５０ａの前後方向に沿う
断面）長方形状となるように、かつ、図８（ａ）にて示すごとく横断面（ブロック体５０
ａの台座５０ｄの上面に沿う前後方向断面）台形状となるように形成されている。ここで
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、ブロック体５０ａの左右方向幅は、図８（ａ）にて示すごとく、当該ブロック体５０ａ
の後壁から前壁にかけて順次狭くなっている。
【００１９】
　これに伴い、当該ブロック体５０ａの左右両壁５１は、当該ブロック体５０ａの後壁か
ら前壁にかけて互いに接近するように傾斜しており、これら左右両壁５１の各傾斜角度は
、それぞれ、ブロック体５０ａの前後方向中心面に対し所定の鋭角α°となっている。こ
の所定の鋭角α°は、後述のごとく、ブロック体５０ａに揺動可能に支持した左右両側の
内印字レバー部材２０ａ、２０ｂの各印字部を、点字構成体Ｌ（図１２参照）の６つの点
字構成要素の両前側点字構成要素Ｆａ、Ｆｂに対応させるように設定されている。なお、
点字構成体Ｌは、図１２にて示すごとく、両前側点字構成要素Ｆａ、Ｆｂ、両中側点字構
成要素Ｍａ、Ｍｂ及び両後側点字構成要素Ｒａ、Ｒｂでもって、６つの点字構成要素の配
置構成となるように定められている。また、点字構成体Ｌは、図１２にて示すごとく、前
側点字構成要素Ｆａ、中側点字構成要素Ｍａ及び後側点字構成要素Ｒａを左側一列に配置
し、これら前側点字構成要素Ｆａ、中側点字構成要素Ｍａ及び後側点字構成要素Ｒａの右
側にそれぞれ位置するように前側点字構成要素Ｆｂ、中側点字構成要素Ｍｂ及び後側点字
構成要素Ｒｂを右側一列に配置して構成されている。
【００２０】
　ブロック体５０ｂは、ブロック体５０ａと同様に、縦断面長方形状となるように、かつ
、図８（ｂ）にて示すごとく、横断面（ブロック体５０ｂの台座５０ｄの上面に沿う前後
方向断面）台形状となるように形成されている。ここで、ブロック体５０ｂの左右方向幅
は、図８（ｂ）にて示すごとく、当該ブロック体５０ｂの後壁から前壁にかけて順次狭く
なっている。
【００２１】
　これに伴い、当該ブロック体５０ｂの左右両壁５２は、当該ブロック体５０ｂの後壁か
ら前壁にかけて互いに接近するように傾斜しており、これら左右両壁５２の各傾斜角度は
、それぞれ、ブロック体５０ｂの前後方向中心面に対し所定の鋭角β°となっている。但
し、当該所定の鋭角β°は、後述のごとく、ブロック体５０ｂに揺動可能に支持した左右
両側の中印字レバー部材３０ａ、３０ｂの各印字部を、点字構成体Ｌ（図１２参照）の６
つの点字構成要素の両中側点字構成要素Ｍａ、Ｍｂに対応させるように、所定の鋭角α°
よりも小さく設定されている。従って、ブロック体５０ｂの前壁の左右方向幅は、ブロッ
ク体５０ａの前壁の左右方向幅よりも広くなっている。
【００２２】
　また、ブロック体５０ｃは、ブロック体５０ａと同様に、縦断面長方形状となるように
、かつ、図８（ｃ）にて示すごとく横断面（ブロック体５０ａの台座５０ｄの上面に沿う
前後方向断面）台形状となるように形成されている。ここで、ブロック体５０ｃの左右方
向幅は、図８（ｃ）にて示すごとく、当該ブロック体５０ｃの後壁から前壁にかけて順次
狭くなっている。
【００２３】
　これに伴い、当該ブロック体５０ｃの左右両壁５３は、当該ブロック体５０ｃの後壁か
ら前壁にかけて互いに接近するように傾斜しており、これら左右両壁５３の各傾斜角度は
、それぞれ、ブロック体５０ｃの前後方向中心面に対し所定の鋭角γ°となっている。但
し、当該所定の鋭角γ°は、後述のごとく、ブロック体５０ｃに揺動可能に支持した左右
両側の外印字レバー部材４０ａ、４０ｂの各印字部を、点字構成体Ｌ（図１２参照）の６
つ点字構成要素の両後側点字構成要素Ｒａ、Ｒｂに対応させるように、所定の鋭角β°よ
りも小さく設定されている。なお、支持部材５０において、各ブロック体５０ａ～５０ｃ
の前後方向中心面は、ハウジング本体１０ａの底壁１１の同一の前後方向法線面内にある
。
【００２４】
　左側内印字レバー部材２０ａは、図２～図６のいずれかにて示すごとく、コ字状レバー
２１と、入力キー２２とにより構成されている。コ字状レバー２１は、横断面円柱状のロ
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ッドからなるもので、このコ字状レバー２１は、揺動レバー部２１ａと、この揺動レバー
部２１ａの後端部から当該揺動レバー部２１ａに対しＬ字状に延出する後側レバー部２１
ｂと、揺動レバー部２１ａの前端部から後側レバー部２１ｂに平行となるように延出する
前側レバー部２１ｃとにより構成されている。
【００２５】
　しかして、このように構成した左側内印字レバー部材２０ａにおいては、揺動レバー部
２１ａが、その長手方向中間部位にて、支持部材５０のブロック体５０ａの左側壁５１（
図６参照）に、左側ネジ５１ａ（図６参照）により上下方向に揺動可能に支持されている
。なお、左側ネジ５１ａは、揺動レバー部２１ａの長手方向中間部位に形成した貫通孔部
２１ｄ（図６参照）に相対回動可能に挿通されて、ブロック体５０ａの左側壁５１に形成
した左側ネジ孔部５１ｂ（図８（ａ）参照）に締着されている。
【００２６】
　これに伴い、左側内印字レバー部材２０ａの後側レバー部２１ｂは、図２にて示すごと
く、ハウジング１０の上壁１０ｂに形成した前側貫通孔部１２ａを通して外方へ延出され
ている。本実施形態では、前側貫通孔部１２ａは、図１或いは図２にて示すごとく、他の
前側貫通孔部１２ｂ、両中側貫通孔部１３ａ、１３ｂ及び両後側貫通孔部１４ａ及び１４
ｂとともに、上壁１０ｂに貫通状に形成されている。ここで、両前側貫通孔部１２ａ、１
２ｂ、両中側貫通孔部１３ａ、１３ｂ及び両後側貫通孔部１４ａ、１４ｂは、それぞれ、
点字構成体Ｌの両前側点字構成要素Ｆａ、Ｆｂ、両中側点字構成要素Ｍａ、Ｍｂ及び両後
側点字構成要素Ｒａ、Ｒｂに対応するように上壁１０ｂに形成されている。
【００２７】
　また、左側内印字レバー部材２０ａの前側レバー部２１ｃは、その先端部にて、上壁１
０ｂの印字用開口部１５（図１及び図２参照）を通して外方を臨むように、揺動レバー部
２１ａの前端部から外方へ延出している。本実施形態において、前側レバー部２１ｃの先
端部は、以後、印字部ともいい、後述する前側レバー部２４ｃの先端部、両中側レバー部
３１ｃ、３４ｃの各先端部及び両後側レバー部４１ｃ、４４ｃの各先端部と共に、外方へ
凸な半球状となるように形成されている。
【００２８】
　入力キー２２は、コ字状レバー２１の後側レバー部２１ｂの延出端部に同軸的に支持さ
れており、この入力キー２２の下端部と上壁１０ｂの貫通孔部１２ａの外周部との間には
、コイルスプリング２３が、後側レバー部２１ｂに同軸的に挿通されるようにして挟持さ
れている。これにより、コイルスプリング２３は、入力キー２２を外方（上壁１０ｂの外
方）に向けて付勢する。
【００２９】
　右側内印字レバー部材２０ｂは、左側内印字レバー部材２０ａと同一の構成を有するよ
うに形成されており、当該右側内印字レバー部材２０ｂは、左側内印字レバー部材２０ａ
のコ字状レバー２１及び入力キー２２にそれぞれ対応するコ字状レバー２４及び入力キー
２５を有する。ここで、コ字状レバー２４は、コ字状レバー２１の揺動レバー部２１ａ、
後側レバー部２１ｂ及び前側レバー部２１ｃにそれぞれ対応する揺動レバー部２４ａ、後
側レバー部２４ｂ及び前側レバー部２４ｃ（図４参照）を有する。
【００３０】
　しかして、このように構成した右側内印字レバー部材２０ｂにおいては、揺動レバー部
２４ａが、その長手方向中間部位にて、支持部材５０のブロック体５０ａの右側壁５１（
図８（ａ）参照）に、右側ネジ（図示しない）により上下方向に揺動可能に支持されてい
る。なお、当該右側ネジは、揺動レバー部２４ａの長手方向中間部位に形成した貫通孔部
に相対回動可能に挿通されて、ブロック体５０ａの右側壁５１に形成した右側ネジ孔部５
１ｂに締着されている。
【００３１】
　これに伴い、右側内印字レバー部材２０ｂの後側レバー部２４ｂは、ハウジング１０の
上壁１０ｂの前側貫通孔部１２ｂを通して外方へ延出されている。また、右側内印字レバ
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ー部材２０ｂの前側レバー部２４ｃは、その先端部にて、上壁１０ｂの印字用開口部１５
を通して外方を臨むように、揺動レバー部２４ａの前端部から上方へ延出している。なお
、前側レバー部２４ｃの先端部は、以後、印字部ともいう。
【００３２】
　入力キー２５は、コ字状レバー２４の後側レバー部２４ｂの延出端部に同軸的に支持さ
れており、この入力キー２５の下端部と上壁１０ｂの貫通孔部１２ｂの外周部との間には
、コイルスプリング２６（図１参照）が、後側レバー部２４ｂに同軸的に挿通されるよう
にして挟持されている。これにより、コイルスプリング２６は、入力キー２５を外方に向
けて付勢する。
【００３３】
　左側中印字レバー部材３０ａは、図２にて示すごとく、コ字状レバー３１と、入力キー
３２とにより構成されている。コ字状レバー３１は、横断面円柱状のロッドからなるもの
で、このコ字状レバー３１は、揺動レバー部３１ａと、この揺動レバー部３１ａの後端部
から当該揺動レバー部３１ａに対しＬ字状に延出する後側レバー部３１ｂと、揺動レバー
部３１ａの前端部から後側レバー部３１ｂに平行となるように延出する前側レバー部３１
ｃとにより構成されている。
【００３４】
　しかして、このように構成した左側中印字レバー部材３０ａにおいては、揺動レバー部
３１ａが、その長手方向中間部位にて、支持部材５０のブロック体５０ｂの左側壁５２に
、左側ネジ５２ａにより上下方向に揺動可能に支持されている。なお、左側ネジ５２ａは
、揺動レバー部３１ａの長手方向中間部位に形成した貫通孔部３１ｄ（図６参照）に相対
回動可能に挿通されて、ブロック体５０ｂの左側壁５２に形成した左側ネジ孔部５２ｂ（
図８（ｂ）参照）に締着されている。
【００３５】
　これに伴い、左側中印字レバー部材３０ａの後側レバー部３１ｂは、図２にて示すごと
く、ハウジング１０の上壁１０ｂの中側貫通孔部１３ａを通して外方へ延出されている。
【００３６】
　また、左側中印字レバー部材３０ａの前側レバー部３１ｃは、その先端部にて、上壁１
０ｂの印字用開口部１５を通して外方を臨むように、揺動レバー部３１ａの前端部から外
方へ延出している。なお、前側レバー部３１ｃの先端部は、以後、印字部ともいう。
【００３７】
　入力キー３２は、コ字状レバー３１の後側レバー部３１ｂの延出端部に同軸的に支持さ
れており、この入力キー３２の下端部と上壁１０ｂの貫通孔部１３ａの外周部との間には
、コイルスプリング３３が、後側レバー部３１ｂに同軸的に挿通されるようにして挟持さ
れている。これにより、コイルスプリング３３は、入力キー３２を外方に向けて付勢する
。
【００３８】
　右側中印字レバー部材３０ｂは、左側中印字レバー部材３０ａと同一の構成を有するよ
うに形成されており、当該右側中印字レバー部材３０ｂは、左側中印字レバー部材３０ａ
のコ字状レバー３１及び入力キー３２にそれぞれ対応するコ字状レバー３４及び入力キー
３５を有する。ここで、コ字状レバー３４は、コ字状レバー３１の揺動レバー部３１ａ、
後側レバー部３１ｂ及び前側レバー部３１ｃにそれぞれ対応する揺動レバー部３４ａ、後
側レバー部３４ｂ及び前側レバー部３４ｃを有する。
【００３９】
　しかして、このように構成した右側中印字レバー部材３０ｂにおいては、揺動レバー部
３４ａが、その長手方向中間部位にて、支持部材５０のブロック体５０ｂの右側壁５２に
、右側ネジ（図示しない）により上下方向に揺動可能に支持されている。なお、当該右側
ネジは、揺動レバー部３４ａの長手方向中間部位に形成した貫通孔部に相対回動可能に挿
通されて、ブロック体５０ｂの右側壁５２に形成した右側ネジ孔部５２ｂに締着されてい
る。
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【００４０】
　これに伴い、右側中印字レバー部材３０ｂの後側レバー部３４ｂは、ハウジング１０の
上壁１０ｂの前側貫通孔部１３ｂを通して外方へ延出されている。また、右側中印字レバ
ー部材３０ｂの前側レバー部３４ｃは、その先端部にて、上壁１０ｂの印字用開口部１５
を通して外方を臨むように、揺動レバー部３４ａの前端部から外方へ延出している。なお
、前側レバー部３４ｃの先端部は、以後、印字部ともいう。
【００４１】
　入力キー３５は、コ字状レバー３４の後側レバー部３４ｂの延出端部に同軸的に支持さ
れており、この入力キー３５の下端部と上壁１０ｂの貫通孔部１３ｂの外周部との間には
、コイルスプリング３６（図１参照）が、後側レバー部３４ｂに同軸的に挿通されるよう
にして挟持されている。これにより、コイルスプリング３６は、入力キー３５を外方に向
けて付勢する。
【００４２】
　左側外印字レバー部材４０ａは、図２にて示すごとく、コ字状レバー４１と、入力キー
４２とにより構成されている。コ字状レバー４１は、横断面円柱状のロッドからなるもの
で、このコ字状レバー４１は、揺動レバー部４１ａと、この揺動レバー部４１ａの後端部
から当該揺動レバー部４１ａに対しＬ字状に延出する後側レバー部４１ｂと、揺動レバー
部４１ａの前端部から後側レバー部４１ｂに平行となるように延出する前側レバー部４１
ｃとにより構成されている。
【００４３】
　しかして、このように構成した左側外印字レバー部材４０ａにおいては、揺動レバー部
４１ａが、その長手方向中間部位にて、支持部材５０のブロック体５０ｃの左側壁５３に
、左側ネジ５３ａにより上下方向に揺動可能に支持されている。なお、左側ネジ５３ａは
、揺動レバー部４１ａの長手方向中間部位に形成した貫通孔部４１ｂ（図６参照）に相対
回動可能に挿通されて、ブロック体５０ｃの左側壁５３に形成した左側ネジ孔部５３ｂ（
図８（ｃ）参照）に締着されている。
【００４４】
　これに伴い、左側外印字レバー部材４０ａの後側レバー部４１ｂは、図２にて示すごと
く、ハウジング１０の上壁１０ｂの後側貫通孔部１４ａを通して外方へ延出されている。
【００４５】
　また、左側外印字レバー部材４０ａの前側レバー部４１ｃは、その先端部にて、上壁１
０ｂの印字用開口部１５を通して外方を臨むように、揺動レバー部４１ａの前端部から外
方へ延出している。なお、前側レバー部４１ｃの先端部は、以後、印字部ともいう。
【００４６】
　入力キー４２は、コ字状レバー４１の後側レバー部４１ｂの延出端部に同軸的に支持さ
れており、この入力キー４２の下端部と上壁１０ｂの貫通孔部１４ａの外周部との間には
、コイルスプリング４３が、後側レバー部４１ｂに同軸的に挿通されるようにして挟持さ
れている。これにより、コイルスプリング４３は、入力キー４２を外方に向けて付勢する
。
【００４７】
　右側外印字レバー部材４０ｂは、左側外印字レバー部材４０ａと同一の構成を有するよ
うに形成されており、当該右側外印字レバー部材４０ｂは、左側外印字レバー部材４０ａ
のコ字状レバー４１及び入力キー４２にそれぞれ対応するコ字状レバー４４及び入力キー
４５を有する。ここで、コ字状レバー４４は、コ字状レバー４１の揺動レバー部４１ａ、
後側レバー部４１ｂ及び前側レバー部４１ｃにそれぞれ対応する揺動レバー部４４ａ、後
側レバー部４４ｂ及び前側レバー部４４ｃを有する。
【００４８】
　しかして、このように構成した右側外印字レバー部材４０ｂにおいては、揺動レバー部
４４ａが、その長手方向中間部位にて、支持部材５０のブロック体５０ｃの右側壁５３に
、右側ネジ（図示しない）により上下方向に揺動可能に支持されている。なお、当該右側
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ネジは、揺動レバー部４４ａの長手方向中間部位に形成した貫通孔部に相対回動可能に挿
通されて、ブロック体５０ｃの右側壁５３に形成した右側ネジ孔部５３ｂに締着されてい
る。
【００４９】
　これに伴い、右側外印字レバー部材４０ｂの後側レバー部４４ｂは、ハウジング１０の
上壁１０ｂの後側貫通孔部１４ｂを通して外方へ延出されている。また、右側外印字レバ
ー部材４０ｂの前側レバー部４４ｃは、その先端部にて、上壁１０ｂの印字用開口部１５
を通して外方を臨むように、揺動レバー部４４ａの前端部から外方へ延出している。なお
、前側レバー部４４ｃの先端部は、以後、印字部ともいう。
【００５０】
　入力キー４５は、コ字状レバー４４の後側レバー部４４ｂの延出端部に同軸的に支持さ
れており、この入力キー４５の下端部と上壁１０ｂの貫通孔部１４ｂの外周部との間には
、コイルスプリング４６（図１参照）が、後側レバー部４４ｂに同軸的に挿通されるよう
にして挟持されている。これにより、コイルスプリング４６は、入力キー４５を外方に向
けて付勢する。
【００５１】
　以上のように構成した点字印字機構Ｔにおいては、所定の鋭角α°、所定の鋭角β°及
び所定の鋭角γ°が、上述のように設定されていることから、左右両側の内印字レバー部
材２０ａ、２０ｂの各印字部（各前側レバー部２１ｃ、２４ｃの先端部）、左右両側の中
印字レバー部材３０ａ、３０ｂの各印字部（各前側レバー部３１ｃ、３４ｃの先端部）及
び左右両側の外印字レバー部材４０ａ、４０ｂの各印部（各前側レバー部４１ｃ、４４ｃ
の先端部）が、それぞれ、点字構成体Ｌの両前側点字構成要素Ｆａ、Ｆｂ、両中側点字構
成要素Ｍａ、Ｍｂ及び両後側点字構成要素Ｒａ、Ｒｂに対する上壁１０ｂの印字用開口部
１５内の各対応位置に位置する。このことは、各入力キー２２、２５、３２、３５、４２
及び４５が、それぞれ、各点字構成要素Ｆａ、Ｆｂ、Ｍａ、Ｍｂ、Ｒａ及びＲｂに対応す
ることを意味する。また、図１３にて示す点字表において、各点字を構成する６つの点に
おいて、図示左下側、左中側及び左上側の各点が、それぞれ、図１２の各点字構成要素Ｆ
ｂ、Ｍｂ及びＲｂに対応し、また、図１３にて図示右下側、右中側及び右上側の各点が、
それぞれ、図１２の各点字構成要素Ｆａ、Ｍａ及びＲａに対応する。
【００５２】
　テープ送り機構Ｓは、図１、図２、図３、図９或いは図１０にて示すごとく、円柱状ロ
ーラ６０及び前後両側Ｌ字状支持壁６１を有しており、ローラ６０は、ハウジング１０の
前左側隅角部内に収容されている。当該ローラ６０は、次のように、ハウジング１０内の
上壁１０ｂの前左側隅角部に前後両側Ｌ字状支持壁６１により回転可能に支持されている
。
【００５３】
　ここで、前後両側Ｌ字状支持壁６１は、それぞれ、支持壁部６１ａから装着壁部６１ｂ
をＬ字状に延出してなるもので、当該前後両側Ｌ字状支持壁６１は、各支持壁部６１ａに
てローラ６０の回転軸をその前後両端部側から回転自在に支持するようにして、各装着壁
部６１ｂにて、上壁１０ｂの前左側隅角部に装着されている。これより、ローラ６０は、
その回転軸６０ａにて、ハウジング１０の前後方向に沿うように前後両側Ｌ字状支持壁６
１により回転自在に支持されている。
【００５４】
　また、ローラ６０は、その上端部にて、上壁１０ｂの前左側隅角部に形成した送り用開
口部１６（図１～図３のいずれか参照）内に突出しており、このローラ６０は、その回転
により、その上端部にて、送り用開口部１６を介し、点字印字用テープ７０にその下面側
から押圧的に接触して、当該点字印字用テープ７０を左右方向に送る役割を果たす。本実
施形態において、点字印字用テープ７０は、図１にて示すごとく、ハウジング１０の上壁
１０ｂの前側中間部位上に左右方向に沿い載置されて、透明のアクリル樹脂からなる押さ
え板７０ａにより上方から上壁１０ｂの前側中間部位上に押し付けられている。なお、押
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さえ板７０ａは、図２にて示すごとく、その後端部を基準に傾斜状に持ち上げ可能となっ
ている。
【００５５】
　また、テープ送り機構Ｓは、ラチェット機構８０及び送りキー９０を有している。ラチ
ェット機構８０は、爪車であるラチェット８０ａと、係止片８０ｂとを有しており、ラチ
ェット８０ａは、その背板部８１にて、ローラ６０の回転軸６０ａの前端部に同軸的に支
持されている。ここで、このラチェット８０ａの一連の爪部８２は、背板部８１の外周部
からその周方向において等角度間隔にて前方に向け延出されている。
【００５６】
　係止片８０ｂは、その上部８３にて、環状ボス９１（後述する）の中空部内にて、送り
キー９０を後述のように支持する送り軸９０ａにネジ止めされており、この係止片８０ｂ
の下部８４は、上部８３の下端部から上下方向（送り軸９０ａの軸方向）に傾動可能に延
出されている。但し、係止片８０ｂは、上部８３に対し、図１０にて図示傾斜位置から下
方へのみ傾動するように連結されている。
【００５７】
　このように構成したラチェット機構８０においては、係止片８０ｂが、送り軸９０ａの
下動に伴い、ラチェット８０ａの一連の爪部８２のいずれか１つに上方から係止して、当
該爪部８２を下方へ押動することで、ラチェット８０ａを回転させる。また、係止片８０
ｂは、送り軸９０ａの上動に伴い、上述のいずれか１つの爪部８２により下方へ傾動され
て当該爪部８２との係止から解離しつつ上動する。
【００５８】
　送り軸９０ａは、環状ボス９１、Ｌ字状支持壁６１の上壁部６１ｂ及び上壁１０ｂの貫
通孔部１７（図２参照）を通り延出されており、この送り軸９０ａの延出端部には、送り
キー９０が同軸的に支持されている。また、コイルスプリング９２は、送り軸９０ａに同
軸的に嵌装されて、送りキー９０の下部と上壁１０ｂの貫通孔部１７の外周部との間に挟
持されており、このコイルスプリング９２は、送りキー９０を上壁１０ｂとは反対方向へ
付勢する。本実施形態では、コイルスプリング９２が自然長を維持するときにも、送り軸
９０ａは、その下部にて環状ボス９１内に維持される軸長を有する。なお、環状ボス９１
は、上壁１０ｂにＬ字状支持壁６１の上壁部６１ｂを介し組み付けられている。
【００５９】
　以上のように構成した本実施形態において、当該片手点字タイプライターを用いて点字
を印字するにあたっては、次のようにして行う。なお、テープ７０が、図１にて示すごと
く、当該片手点字タイプライターのハウジング１０の上壁１０ｂ上にセットされているも
のとする。なお、テープ７０は、押さえ板７０ａにより、上壁１０ｂの両開口部１５、１
６を上方から覆うように押さえ付けられているものとする。また、現段階では、五十音の
うち、「た」及び「ち」が、順次、既に点字（図１３参照）として印字されているものと
する。
【００６０】
　このような段階において、五十音のうちの「つ」を点字として印字するにあたっては、
まず、操作者は、左手を当該片手点字タイプライターの上壁１０ｂ上におく。このとき、
左手は、その手首を上壁１０ｂの前側部位上に置き、親指をテープ送り機構Ｓの送りキー
９０側に位置させるとともに、残りの指、例えば、人差し指及び中指を、点字印字機構Ｔ
の６つの入力キー２０ａ～４０ｂ側に位置させる。このことは、左手の親指でテープ送り
機構Ｔの送り操作をするとともに、人差し指及び中指で６つの入力キー２０ａ～４０ｂの
押動操作をすることを意味する。
【００６１】
　また、上述のごとく、「つ」を点字として印字するにあたり、図１３の図表に基づき「
つ」に対応する点字を参照して、当該点字が、各点字構成要素Ｒｂ、Ｒａ、Ｍａ及びＦｂ
でもって特定されることを確認する。
【００６２】
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　然る後、テープ送り機構Ｓが、「ち」を点字により印字したままの状態にあれば、操作
者は、左手の親指により、テープ送り機構Ｓの送りキー９０を、コイルスプリング９２に
抗して押動操作する。これに伴い、送り軸９０ａが、ラチェット機構８０の係止片８０ｂ
と共に下動する。
【００６３】
　すると、このような下動過程において、係止片８０ｂが、その下部８４にて、ラチェッ
ト８０ａの一爪部８２を下方へ押動し、ラチェット８０ａが当該一爪部８２の下方への押
動に応じて回転してロータ６０を同一方向に回転させる。これに伴い、テープ７０が、ロ
ータ６０の回転にあわせて上壁１０ｂの左側から右側へ向かう方向へ送られる。これによ
り、テープ７０のうち「つ」に対応する点字を印字する部位が新たに上壁１０ｂの開口部
１５上に達する。なお、テープ７０は、押さえ板７０ａにより上壁１０ｂ上に押さえつけ
られているので、当該テープ７０は、ローラ６０により確実に送られ得る。
【００６４】
　しかして、「つ」に対応する点字を印字するにあたり、まず、各点字構成要素Ｒｂ、Ｒ
ａ、Ｍａ及びＦｂのうち、点字構成要素Ｒｂに対応する右側後印字レバー部材４０ｂの入
力キー４５をコイルスプリング４６に抗して押動操作する。すると、右側後印字レバー部
材４０ｂが、その揺動レバー部４４ａにて、支持部材５０のブロック体５０ｃの右側壁５
３に沿い上記右側ネジ（左側ネジ５３ａに対応）の軸を中心として図６にて図示時計方向
に揺動して、前側レバー部４４ｃの印字部によりテープ７０に下方から印字する。このこ
とは、点字構成要素Ｒｂがテープ７０に隆起形成されることを意味する。
【００６５】
　次に、点字構成要素Ｒａに対応する左側内印字レバー部材４０ａの入力キー４２をコイ
ルスプリング４３に抗して押動操作する。すると、左側後印字レバー部材４０ａが、その
揺動レバー部４１ａにて、支持部材５０のブロック体５０ｃの左側壁５３に沿い左側ネジ
５３ａの軸を中心として、揺動レバー部４４ａと同様に揺動して、前側レバー部４１ｃの
印字部によりテープ７０に下方から印字する。このことは、点字構成要素Ｒａがテープ７
０に隆起形成されることを意味する。
【００６６】
　また、点字構成要素Ｍａに対応する左側中印字レバー部材３０ａの入力キー３２をコイ
ルスプリング３３に抗して押動操作する。すると、左側中印字レバー部材３０ａが、その
揺動レバー部３１ａにて、支持部材５０のブロック体５０ｂの左側壁５２に沿い左側ネジ
５２ａの軸を中心として、図６にて図示時計方向に揺動して、前側レバー部３１ｃの印字
部によりテープ７０に下方から印字する。このことは、点字構成要素Ｍａがテープ７０に
隆起形成されることを意味する。
【００６７】
　さらに、点字構成要素Ｆｂに対応する右側前印字レバー部材２０ｂの入力キー２５をコ
イルスプリング２６に抗して押動操作する。すると、右側前印字レバー部材２０ｂが、そ
の揺動レバー部２４ａにて、支持部材５０のブロック体５０ａの右側壁５１に沿い右側ネ
ジ（左側ネジ５１ａに対応）の軸を中心として、図６にて図示時計方向に揺動して、前側
レバー部２４ｃの印字部によりテープ７０に下方から印字する。このことは、点字構成要
素Ｆｂがテープ７０に隆起形成されることを意味する。
【００６８】
　以上により、「つ」が点字として、テープ７０に印字される。また、五十音のうち、「
つ」に限ることなく、五十音のうちの他の文字を点字により印字するにあたっても、当該
片手点字タイプライターを用いれば、上述と実質的に同様に印字される。
【００６９】
　ここで、点字印字機構Ｔの各左右両側の前印字レバー部材２０ａ、２０ｂ、中印字レバ
ー部材３０ａ、３０ｂ及び後印字レバー部材４０ａ、４０ｂが、上述のごとく、それぞれ
、支持部材５０の各ブロック体５０ａ～５０ｃに支持されているから、テープ７０に対す
る点字の印字が、各左右両側の前印字レバー部材２０ａ、２０ｂ、中印字レバー部材３０



(13) JP 2012-24967 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

ａ、３０ｂ及び後印字レバー部材４０ａ、４０ｂの入力キーの押動操作でもって、確実に
点字として印字され得る。
【００７０】
　また、各左右両側の前印字レバー部材２０ａ、２０ｂ、中印字レバー部材３０ａ、３０
ｂ及び後印字レバー部材４０ａ、４０ｂの揺動レバー部２１ａ、２４ａ、３１ａ、３４ａ
、４１ａ及び４４ａが、上述のごとく、各ブロック体５０ａ～５０ｃにより上下方向に揺
動可能に支持されている。従って、点字の印字にあたっては、入力キーの押動操作が、当
該入力キーに対応する揺動レバー部の揺動を、梃子の原理として利用した状態で、対応の
前側レバー部を大きく上動させる。その結果、当該片手点字タイプライターによる点字の
印字を楽に行うことができる。
【００７１】
　また、各左右両側の前印字レバー部材２０ａ、２０ｂ、中印字レバー部材３０ａ、３０
ｂ及び後印字レバー部材４０ａ、４０ｂの入力キー及び印字部が、上述のごとく、点字構
成体Ｌの点字構成体における６つの点字構成要素Ｆａ、Ｆｂ、Ｍａ、Ｍｂ、Ｒａ、Ｒｂの
配置に対応している。
【００７２】
　従って、図１３にて示す図表の五十音の各文字とこれに対応する点字の構成を参照のも
とに、弱視者に限らず、健常者であって点字に関し何の知識もない者や当該片手点字タイ
プライターの操作の仕方を知らない初心者であっても、点字構成体Ｌの点字構成体におけ
る各点字構成要素に対応する入力キーを押動操作するだけで、容易にしかも確実に点字を
テープ７０に印字することができる。
【００７３】
　特に、当該片手点字タイプライターが、地震災害や水害等の被災地の避難所に保管され
ていれば、点字に関し何の知識もない者でも、弱視者に急ぎ伝達すべき情報を、当該片手
点字タイプライターを用いることにより、容易に点字により印字することができる。その
結果、ともすれば救済に遅れをきたす被災弱視者の救済を迅速に行うことができる。なお
、テープ７０に印字された文字は、弱視者の親指により或いは健常者の目視でもって、容
易に確認可能である。
【００７４】
　また、テープ７０の送りは、送り機構Ｓの送りキー９０を押動操作するだけで、ラチェ
ット機構８０によるローラ６０の回転のもと、容易にしかも確実になされ得る。
【００７５】
　また、当該片手点字タイプライターが、上述のように構成した点字印字機構Ｔ及び送り
機構Ｓを上述のごとく点字の印字可能にハウジング１０に組み付けて構成されているので
、この片手点字タイプライターは、単なる機械的操作のみで点字を印字することができる
。このことは、当該片手点字タイプライターが、電動機等の電気的素子に依存することな
く、単なる機械的素子のみによる簡単な構成でもって、簡易なタイプライターとして提供
され得ることを意味する。
【００７６】
　なお、本発明の実施にあたり、上記実施形態に限ることなく、次のような種々の変形例
が挙げられる。
（１）本発明の実施にあたり、当該片手点字タイプライターは、左手ではなく、右手で操
作し得るように構成することも可能である。
（２）本発明の実施にあたり、五十音に限ることなく、例えば、数字、アルファベットや
漢字等も、点字と対象させる図表があれば、上記実施形態と同様に、当該片手点字タイプ
ライターにより点字として印字することができる。
（３）本発明の実施にあたり、上記実施形態にて述べた各印字レバー部材のレバーは、コ
字状に限ることなく、下に凸な湾曲形状或いは屈曲形状その他の下に凸な形状であっても
よい。
（４）本発明の実施にあたり、上記実施形態にて述べた各印字レバー部材は、支持部材５
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（５）本発明の実施にあたり、上記実施形態にて述べた形状に限ることなく、各前側レバ
ー部及び各後側レバー部が、上述のごとく、点字構成体Ｌの各点字構成要素の配置に対応
するように位置すれば、各印字レバー部材は、どのような形状であってもよい。
【符号の説明】
【００７７】
Ｆａ、Ｆｂ、Ｍａ、Ｍｂ、Ｒａ、Ｒｂ…点字構成要素、Ｌ…点字構成体、Ｓ…送り機構、
Ｔ…点字印字機構、１０…ハウジング、１０ｂ…上壁、
１２ａ、１２ｂ、１３ａ、１３ｂ、１４ａ、１４ｂ、１７…貫通孔部、
１５…印字用開口部、１６…送り用開口部、２０ａ、２０ｂ…前印字レバー部材、
３０ａ、３０ｂ…中印字レバー部材、４０ａ、４０ｂ…後印字レバー部材、
２１、３１、４１、２４、３４、４４…コ字状レバー、
２１ｂ、３１ｂ、４１ｂ、２４ｂ、３４ｂ、４４ｂ…後側レバー部、
２１ｃ、３１ｃ、４１ｃ、２４ｃ、３４ｃ、４４ｃ…前側レバー部、
２２、３２、４２、２５、３５、４５…入力キー、
２３、２６、３３、３６、４３、４６…コイルスプリング、６０…ローラ、
６０ａ…回転軸、７０…テープ、７０ａ…押さえ板、８０…ラチェット機構、
９０ａ…送り軸、９０…送りキー。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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